
　

民
事
執
行
法

　

　平
成
二
八
年
四
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
消
費
者
の
財
産
的
被
害
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続

の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
五
・
一
二
・
一
一
法
九
六
）
附
則
一

〇
条
（
平
成
二
八
・
一
〇
・
一
施
行
）

（
債
務
名
義
）

第
二
二
条
　（
柱
書
略
）

一
―
三
の
二
　（
略
）

三
の
三
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

四
―
七
　（
略
）

（
執
行
文
付
与
の
訴
え
）

第
三
三
条
①
　（
略
）

②
　（
柱
書
略
）

一
　
第
二
十
二
条
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
、
第

六
号
又
は
第
六
号
の
二

に
掲
げ
る
債
務
名
義
並

び
に
同
条
第
七
号
に
掲

げ
る
債
務
名
義
の
う
ち

次
号
及
び
第
六
号
に
掲

げ
る
も
の
以
外
の
も
の

第
一
審
裁
判
所

一
の
二
　（
略
）

一
の
三
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

二
―
五
　（
略
）

六
　
第
二
十
二
条
第
七
号

に
掲
げ
る
債
務
名
義
の

う
ち
和
解
若
し
く
は
調

停
（
上
級
裁
判
所
に
お

い
て
成
立
し
た
和
解
及

び
調
停
を
除
く
。）
又

は
労
働
審
判
に
係
る
も

の
（
第
一
号
の
二
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。）

和
解
若
し
く
は
調
停
が
成
立
し
た
簡
易
裁
判

所
、
地
方
裁
判
所
若
し
く
は
家
庭
裁
判
所

（
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
成
立
し
た
和
解
又

は
調
停
に
係
る
請
求
が
簡
易
裁
判
所
の
管
轄

に
属
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
簡

易
裁
判
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判

所
）
又
は
労
働
審
判
が
行
わ
れ
た
際
に
労
働

審
判
事
件
が
係
属
し
て
い
た
地
方
裁
判
所

（
請
求
異
議
の
訴
え
）

第
三
五
条
①
　
債
務
名
義
（
第
二
十
二
条
第
二
号
、
第
三
号
の
二
又
は
第
四

号
に
掲
げ
る
債
務
名
義
で
確
定
前
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。）に
係
る
請
求
権
の
存
在
又
は
内
容
に
つ
い
て
異
議
の
あ
る
債
務

者
は
、
そ
の
債
務
名
義
に
よ
る
強
制
執
行
の
不
許
を
求
め
る
た
め
に
、
請

求
異
議
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
以
外
の
債
務
名
義
の

成
立
に
つ
い
て
異
議
の
あ
る
債
務
者
も
、
同
様
と
す
る
。

②
③
　（
略
）

第
一
七
三
条
①
　（
略
）

②
　
前
項
の
執
行
裁
判
所
は
、
第
三
十
三
条
第
二
項
各
号
（
第
一
号
の
二
及

び
第
四
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
債
務
名
義
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
債
務
名
義
に
つ
い
て
の
執
行
文
付
与
の
訴
え
の
管
轄
裁
判
所
と
す
る
。

（
実
施
決
定
）

第
一
九
七
条
①
　
執
行
裁
判
所
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

執
行
力
の
あ
る
債
務
名
義
の
正
本
（
債
務
名
義
が
第
二
十
二
条
第
二
号
、

第
三
号
の
二
、
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
又
は
確
定
判
決

と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
支
払
督
促
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）を
有
す
る
金

銭
債
権
の
債
権
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
債
務
者
に
つ
い
て
、
財
産
開
示
手

続
を
実
施
す
る
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
執

行
力
の
あ
る
債
務
名
義
の
正
本
に
基
づ
く
強
制
執
行
を
開
始
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二
　（
略
）

②
―
⑥
　（
略
）

（
財
産
開
示
事
件
の
記
録
の
閲
覧
等
の
制
限
）

第
二
〇
一
条
　（
柱
書
略
）

一
　（
略
）

二
　
債
務
者
に
対
す
る
金
銭
債
権
に
つ
い
て
執
行
力
の
あ
る
債
務
名
義
の

正
本
（
債
務
名
義
が
第
二
十
二
条
第
二
号
、
第
三
号
の
二
、
第
四
号
若

し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
又
は
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す

る
支
払
督
促
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）を
有
す
る
債
権
者

三
・
四
　（
略
）

1


